
厚生労働省　令和元年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

―オンライン調査化が実現されれば、自治体担当者の事務負
担、届出対象者の負担、国の集計作業の負担が軽減され、更
にエラーチェックの機能があれば、より正確な回答が得られる
ことが期待される。共同提案団体からの意見も参考にしていた
だき、令和４年調査からのオンライン調査化の実現をお願いし
たい。

札幌市、
宮城県、
仙台市、
福島県、
栃木県、
千葉市、
神奈川
県、川崎
市、茅ヶ崎
市、新潟
市、富山
県、石川
県、小松
市、福井
市、長野
県、愛知
県、大阪
府、兵庫
県、奈良
県、岡山
県、徳島
県、高松
市、久留
米市、熊
本市、大
分県

現在、医師法、歯科医師法、薬剤師法に基づく届出（以下「三
師届出」という。）は、各都道府県が紙媒体の配布、回収、とり
まとめを行い、厚生労働大臣に提出している。また三師届出
は、資格毎に異なる届出票で実施しているため、届出標の送
付作業や回収作業及び回収後の確認作業（対象者への電話
連絡等）に労力をかけている。紙媒体による届出をオンライン
方式に切り替えることで自治体担当者の事務の軽減のほか届
出対象者においても届出票作成作業が容易になり、かつ返送
作業等の負担軽減につながることが期待される。とりわけ医師
については、医師偏在対策、働き方改革、医師確保計画策定
を一体的に検討する必要があり、タイムリーな実態把握が欠か
せず、オンラインによる届出が国の施策に資するものと考え
る。
次回の三師届出は令和２年12月31日届出となり、準備期間が
短く実務上対応が難しいため、令和４年12月31日の届出から
のオンライン化を念頭におき、検討を進める。なお、インター
ネット環境が整っていない地域や離島の診療所等で働く医療
従事者も想定されるため、オンラインによる届出を行った場合、
紙媒体で届出を行った場合よりも回収率が低下する可能性も
否定できない。このため、原則はオンラインによる届出とする
が、例外として紙媒体での届出も一部存続させることも検討す
る。

○当院においても、職員数が600人弱分を紙媒体での事務処理に苦慮している。前回提出データを活用できるオンラインもしくは電子媒体での対応でき
るようになれば、効率的に業務が遂行できる。
○本市では、ほぼ1人の担当者が文書の発送（平成30年調査で約850施設へ送付）、回収、審査（平成30年調査で約2500枚を1枚ずつ審査）、疑義照会
（平成30年調査で約100施設）を行っていた状況であるため、時間外対応をし業務を行っていたところである。組織内の職員が削減されている中、業務の
応援体制もなかなか難しい状況となっている。そのようなことから、オンラインによる調査が実施されると、提案のとおり業務量の軽減が見込まれる。ま
た、オンライン時の審査により、入力者自身が誤りに気づき、より正確な届出票になると思われる。
○当県でも11,000件以上の届出を処理しており、記載内容の審査や確認作業等が大きな事務負担となっている。集計作業においても、手作業での集計
となるため、労力を要する状況となっている。
○当市においても同様の支障が生じている。医師・歯科医師・薬剤師に対する調査は、資格毎に異なる調査用紙で実施しているため、調査用紙の送付
作業や回収作業及び回収後の確認作業（対象者への電話連絡等）に相当な作業時間を費やしている。特に対象者が就労している場合、電話等の確認
作業は時間的な制約を受けることになり、業務効率が悪く支障がある。調査内容についても細かすぎるため、説明に苦慮している。
○近年調査項目が増加している中、都道府県の事務はもちろん、記載者側の負担軽減の観点から、オンライン報告は、記入漏れや記入ミス等が少なく
なり、正確で迅速な調査が可能となり、集計も自動化でき、医師等の勤務状況等が速やかにかつ正しく判明することにつながるため、医療政策上の利点
もあると考えられる。なお、本調査においては、医師・薬剤師の確保対策及び歯科医師の適正配置の検討に利用するため、都道府県において届出票の
複写（同意欄に同意があるもの）が可能とされていることから、オンライン報告の際には県を経由して厚生労働省へ提出するか、あるいは県もシステムに
ログインして参照できるようにする等の方法をとることで、引き続き都道府県においても届出票を参照できるようにすることが望ましいと考える。
○本市においても、３市合計で約8,000人を対象に、 病院、薬局、歯科に紙の調査票を送付するとともに、 ３市から回収した調査票は、記載事項の確認
や 空白の項目の確認を行うなど多大な労力をかけている状況である。オンライン入力が可能になれば、事務作業の軽減のほか、郵送料の節減が図れ
る。また、対象者の利便性向上も期待できる。
○オンラインによる届出が可能になれば、用紙配布及び回収の作業が大幅に軽減され、オンライン送信前に各項目のチェックができるため、記入もれ・
記入誤りの減少が見込まれる。これは、主として届出義務者自らが届出書を記入、提出している非就業者および小規模の医療機関における従事者につ
いてはメリットであると考える。法令では、届出義務者が届出票を自ら記入・提出することとなっているが、大規模な病院では事務方がエクセルシートを利
用して記入を代行している事例が現実にある。このため、登録番号をIDとして届け出る方法と並行して、病院等が多数の届出データを代行して効率よく入
力できる方法も法令との整合性も含めて考慮する必要があると考える。また、医師、歯科医師及び薬剤師の届出とは別に、保健師、助産師、看護師及び
准看護師並びに歯科衛生士及び歯科技工士の業務従事届とも関連があるから、法令面とシステム面の両面でよく検討していく必要があると考える。
○当県で処理している件数は、約12,000件であり、提案県と同様に多大な事務処理となっているため、オンライン調査による事務の軽減化が必要であ
る。
○支障事例は同じであるが、調査票を予測数で送付するしかないため、従事者の増減で不足調査票の追加送付や各設問への質問回答など調査票配
布～回収までに大量の問い合わせに対応する必要がある。また、回収後の未記入欄の電話での問い合わせや重複届出の確認作業、提出期限を大幅
に超過し提出された調査票の処理など、業務効率が悪く支障がある。オンライン化することで事前に未記入欄のエラー表示など上記支障事例を解消でき
る。
○調査用紙の送付・回収作業及び回収後の確認作業（対象者への電話連絡等）に労力がかかっている。誤記入や未記入等も多く、その照会に時間が
かかるため、エラーチェック機能があるオンラインシステムの導入を望む。
○医師・歯科医師・薬剤師届出については、年々、届出票の質問項目が増加・複雑化しており、記入漏れや記入誤りが散見されることもあり、本県では
例年審査会を開き、本庁や保健所担当者が届出票の審査を行っている。当該審査・照会業務には多大な時間を要する等担当者の負担も大きい。届出
のオンライン化により審査業務が省力化され、届出の迅速化が図られるとともに、業務負担の軽減にもつながると考える。
○当市においても、当該調査にかかる発送や入力など、担当者の事務量は膨大なものとなっており、電話等での問い合わせや窓口での調査票の受け
取りなどを含めて、他の業務に従事する時間が確保できないなどの支障が生じており、担当者の負担軽減の為にもオンライン調査の導入は有効である
と考える。また、提出用紙の間違いや記入ミスが散見されたり、提出の手間などから、届出を行わない場合があることから、より正確な情報を得る為にも
オンライン調査の導入が有効であると考える。
○当県においても、個人情報であり取扱いに十分な注意が必要であるにもかかわらず、限られた人員で大量の調査票を処理しなければならないこと、調
査対象者からの問い合わせや記入漏れ・誤り等の確認作業に費やす労力が大きいこと等の問題がある。オンライン調査を導入することで、業務の大幅
な省力化、調査対象者の利便性の向上が見込めるとともに、個人情報の保護にも資すると考える。
○本調査については、調査票の配布・回収・確認・送付業務における職員の負担が大きく、また調査票の保管場所の確保、業務に従事していない対象
者の把握・配布に苦慮している。オンライン調査を導入することにより業務の効率化が図られ、担当者の負担軽減とともに、国における結果の集計・解析
の迅速化にもつながり、最新の調査結果をより早く施策の企画・立案へ反映させることも可能となると考える。
○調査票の配布、回収、審査、送付の各段階において、紙ベースであることが原因で集中してリソースを割く必要があり、現場（担当課、保健所）に大き
な負荷がかかっている。
・届け出期間が２週間程度の短い期間になっており、その間に医師・歯科医師・薬剤師あわせて１万近い届け出がありそれの処理をするのに負担がか
かっている。
・特に、審査については保健所、県の両方で行うことが求められており、間違いや記入漏れがあった場合、本人に返す必要があり回収までに時間を要す
るほか、大きな負担になっている。
・届け出を集約して国に送るときも、枚数を数えて束にして送付する必要があり、これも大きな負担になっている。
・届け出対象者の利便性向上と都道府県（保健所）の負担軽減を両立させるためには、オンライン化が必要。
○千葉県における支障事例等と同様、本県においては約48,000件の届出を処理していることから、調査用紙の送付作業や回収作業及び回収後の確認
作業（対象者への電話連絡等）に膨大な時間と労力がかかり、他業務にも影響を生じさせているほか、物理的にも保管場所の確保が困難であり、電子
化及び対象者自らが直接インターネット等の回線を使用して厚生労働省に直接提出することが事務の効率化に必要であると考える。
○現在は紙ベースの調査のため、調査票の配布、回収、記入内容の確認等に労力を要している。
チェック機能も備えたオンラインシステムを導入すれば、郵送が不要となることや、集計が自動になることに加え、記入誤りの縮減などの効果が期待でき
ることから、事務の効率化や統計結果の利便性向上につながる。
○本市（保健所）でも、調査用紙の送付作業、回収作業、県への送付作業等に労力をかけており、他の業務にも支障がある。
また、複数の対象者から、オンライン調査を希望する問い合わせを受け付けた。
※なお、本市では、約3,000件の届出を処理した。
○提案団体と同支障をきたしており、本市では、約6,000件の届出を処理している。
紙媒体による調査は、すべて手作業となり、回収した届出書類の審査においては、文字の判別にも苦慮しており、対象者への問い合わせ等にかなりの
手間を要している。
○当市においても、調査票の送付や提出された調査票を１枚ずつ確認するなどの作業があるため、オンライン化によって負担が軽減されると考える。
○本市においては医師等の医療従事者の２年に１度の届出においては、職員総出で対応しているのが現状で、時間外労働の増加にもつながっており、
オンライン調査の導入については、職員の負担軽減、届出書の紛失するリスクも軽減されると考える。医師等の医療従事者の２年に１度の届出について
は施設がオンライン化している可能性が高いため、勤務先の施設で入力可能になるというメリットがある。医療施設調査についても、オンライン化による
調査実施側、対象施設もメリットが大きいと考えられる。
○当県においても、調査用紙の送付作業や回収作業及び回収後の確認作業（対象者への電話連絡等）に労力をかけている状況で、特に不在で連絡が
とれないケースも多く、期限も短いため、業務全体にも大きな悪影響が生じている。
※当県の届出件数：約10,000件
○約２週間の届け出期間中に、約6万通の届出があり、届出票の受理、集約、送付等の作業が膨大である。紙の調査票をマンパワーで配布、回収する
ような非効率なやり方を見直し、オンライン調査を導入することで、送付や審査業務の大幅な省力化が見込めるとともに、個人情報の保護にも資すると考
える。また、国における結果の集計・解析の迅速化にもつながり、最新の調査結果をより早く施策の企画・立案へ反映させることも可能となると考える。
○当県においても，紙ベースで行われている医療従事者調査については，届出票の送付、回収、審査において，担当職員への負担が大きいものとなっ
ている。届出票様式をオンラインでダウンロードする場合も多数見受けられることから，オンライン調査を導入することで届出を行う者の利便性にも資する
と考えられる。
○当県においても、調査用紙の送付・回収や確認作業に多くの時間を要しており、職員の負担となっている。※当県の処理件数　約１０，０００件
○当県では約6,300件を届出を処理している。
加えて紙媒体の場合は、個人情報管理の点でかなりの配慮を要する。
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145 Ｂ　地方
に対する
規制緩
和

医療・福
祉

医師法、
歯科医
師法、薬
剤師法
（以下、
「医師法
等」とい
う。）に基
づく届出
のオンラ
イン化

医師等に義務付け
られている届出に
関して、現状の紙で
行われる届出に変
えて、対象者各自
が付与されている
籍登録番号をIDと
し、対象者各自がイ
ンターネットを使用
して行う届出を可能
とする。

都道府県（保健所）は、医師法等の規定により、２年ごと
の年の12月31日現在における厚生労働省令で定める事
項について、医師・歯科医師・薬剤師が行う届出を紙媒
体により回収し、とりまとめ、厚生労働大臣に提出してい
る。届出は、資格毎に異なる届出票で実施しているた
め、届出標の送付作業や回収作業及び回収後の確認作
業（対象者への電話連絡等）に労力をかけている。特に
対象者が就労している場合、電話等の確認作業は時間
的な制約を受けることになり、業務効率が悪く支障があ
る。
※なお、本県では、約32,000件の届出を処理している。

各担当者の事務の軽減につながり、対
象者が就労していた場合の問い合わせ
等における時間の制約がなくなることが
期待される。また、対象者においても届
出票作成作業が容易になり、かつ返送
作業等の負担軽減につながることが期
待される。

・医師法第６条
第３項
・歯科医師法第
６条第３項
・薬剤師法第９
条

千葉県
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措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

＜令元＞
５【厚生労働省】
（11）医師法（昭23法201）、歯科医師法（昭23法202）及び薬剤師法（昭35法
146）
医師法（６条３項）、歯科医師法（６条３項）及び薬剤師法（９条）に基づく届出に
ついては、令和４年度の届出からのオンライン化に向けて検討を行い、その結
果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令３＞
５【厚生労働省】
（15）医師法（昭23法201）、歯科医師法（昭23法202）及び薬剤師法（昭35法
146）
医師法（６条３項）、歯科医師法（６条３項）及び薬剤師法（９条）に基づく氏名等
の届出については、以下のとおりとする。
・医療機関等に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師（以下この事項において
「医師等」という。）については、令和４年度からオンラインによる届出を可能と
し、オンラインによる届出の場合には、都道府県の経由を要しないこととする方
向で検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
・医療機関等に勤務する医師等以外については、医療機関等に勤務する医師
等の届出状況等も踏まえつつ、引き続きオンラインによる届出を可能とすること
について検討し、令和５年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。

＜令４＞
５【厚生労働省】
（14）医師法（昭23法201）、歯科医師法（昭23法202）及び薬剤師法（昭35法
146）
医師法（６条３項）、歯科医師法（６条３項）及び薬剤師法（９条）に基づく氏名等
の届出については、以下のとおりとする。
・医療機関等に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師（以下この事項において
「医師等」という。）については、オンライン届出に係るシステムを構築し、令和４
年度中に運用を開始する。
・医療機関等に勤務する医師等以外については、医療機関等に勤務する医師
等の届出状況等も踏まえつつ、オンラインによる届出を可能とすることについて
引き続き検討し、令和５年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。

対応方針の措置（検討）状況

医療機関等に勤務する医師等以外について、医療機
関等に勤務する医師等の届出状況等も踏まえつつ、引
き続きオンラインによる届出を可能とすることについて
検討し、令和５年度中に結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。

令和元年の地方からの提案等に関する対応方針（令和元年12月23日閣議決定）記載内容
※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を

＜当該対応方針決定年＞として併記

現在、医師法、歯科医師法、薬剤師法に基づく届出（以下「三師届出」
という。）は、各都道府県が紙媒体の配布、回収、とりまとめを行い、厚
生労働大臣に提出している。また三師届出は、資格毎に異なる届出
票で実施しているため、届出標の送付作業や回収作業及び回収後の
確認作業（対象者への電話連絡等）に労力をかけている。紙媒体によ
る届出をオンライン方式に切り替えることで自治体担当者の事務の軽
減のほか届出対象者においても届出票作成作業が容易になり、かつ
返送作業等の負担軽減につながることが期待される。とりわけ医師に
ついては、医師偏在対策、働き方改革、医師確保計画策定を一体的
に検討する必要があり、タイムリーな実態把握が欠かせず、オンライ
ンによる届出が国の施策に資するものと考える。
次回の三師届出は令和２年12月31日届出となり、準備期間が短く実
務上対応が難しいため、令和４年12月31日の届出からのオンライン化
を念頭におきつつ、ご指摘も踏まえ、検討を進める。なお、インター
ネット環境が整っていない地域や離島の診療所等で働く医療従事者も
想定されるため、オンラインによる届出を行った場合、紙媒体で届出を
行った場合よりも回収率が低下する可能性も否定できない。このた
め、原則はオンラインによる届出とするが、例外として紙媒体での届出
も一部存続させることも検討する。

法令改正 医療機関等に勤務
する医師、歯科医師
及び薬剤師につい
て、令和４年度から
オンラインによる届
出の場合には、都
道府県の経由を要
しないこととする内
容の法律案を国会
に提出し、国会審議
を経て令和４年５月
に成立、公布され
た。

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見

【全国市長会】
提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

各府省からの第２次回答

医療機関等に勤務する医師等については、令和４年度からオンラインによる届出を可能とし、また、
医師法、歯科医師法及び薬剤師法を改正してオンラインによる届出の場合には都道府県の経由を要
しないこととした。（医師法等の改正：令和４年５月公布、同年８月施行、オンラインによる届出の運用
開始：令和４年12月～）

【福井市】
国の制度改正などの際、非常に短期間で市のシステム改修を
強いられる場合がある。
三師届出のオンライン化についても、回答にあるとおり国が必
要であると判断しているのであれば、次回届出（令和２年12月
31日届出）から対応できるように検討を進めていただきたい。

各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

―



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

管理
番号

団体名

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解提案区分
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効
率化等）

根拠法令等
制度の所管
・関係府省

各府省からの第１次回答

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)

特別徴収各種異動情報データの国保連への送信は現在も毎
月行っているため（喪失情報については毎期、年齢到達者の
特徴開始については４期（10月）開始以外に１～３期（４・６・８
月）開始もデータ送信を行っている）、市町村側にとっては新た
な事務が発生するわけではなく、対象者が増えるにとどまる
（システム改修は要）。
後期高齢のみ制度改正を行うことで、別に特別徴収対象者の
情報を管理するための事務負担が課題となるのであれば介護
保険や国民健康保険、市町村の住民税も合わせて変更するこ
とも考えられる。
制度改正にかかる予算及び体制の確保のため、検討状況は
なるべく公表いただき、実現する場合は各市町村へはなるべく
早い段階でスケジュールをお示しいただきたい。また、それに
伴う費用については国全体の問題であるため、国で必要な措
置をとっていただきたい。

―

札幌市、
宮城県、
石巻市、
白河市、
須賀川
市、ひたち
なか市、
所沢市、
千葉市、
船橋市、
川崎市、
海老名
市、新潟
市、福井
市、高山
市、浜松
市、三島
市、名古
屋市、豊
橋市、知
多市、京
都府、京
都市、池
田市、芦
屋市、鳥
取県、山
口市、高
松市、八
幡浜市、
田川市、
五島市、
熊本市、
中津市、
宮崎市

―

年金額で見ると特別徴収可であるにもかかわらず、制度順と
なっていることで普通徴収となっている被保険者も少なくない
現状を踏まえ、ぜひとも前向きに検討していただきたい。
ご回答いただいている複数年金を受給しているケースについ
ては、現行でも特別徴収の対象となる年金のうち、受給してい
るものはすべて（地方公務員共済組合連合分は除く）日本年金
機構において確認していただいているという認識である。
制度改正にかかる予算及び体制の確保のため、検討状況は
なるべく公表いただき、実現する場合は各市町村へはなるべく
早い段階でスケジュールをお示しいただきたい。また、それに
伴う費用については国全体の問題であるため、国で必要な措
置をとっていただきたい。
なお、現行制度では特別徴収の対象外となっている老齢厚生
年金等も対象としていただければより良い。

御提案の後期高齢者医療保険料の特別徴収対象年金の優先
順位を支給額順に見直すことについては、
・日本年金機構等年金支払者におけるシステム改修の費用負
担や事務コストが発生すること
・そもそも制度として単純な金額順とした場合に、老齢基礎年
金は支給停止となる可能性が低い年金であるのに対し、老齢
厚生年金を含む他の年金は年金額が支給停止や減額となる
機会が多い年金であるために、特別徴収期間中に年金額の支
給停止・減額により特別徴収が中止される可能性が高くなると
いう課題があること
・日本年金機構が支給する年金と共済組合が支給する共済年
金といったように複数年金を受給しているケースが想定される
が、その場合、いずれの機関が行うとしても対象者の全年金の
情報をどのように収集し、ある時点でどの年金額が高いかを確
認し、現行の事務処理の期間内に市町村に特別徴収対象者
のデータを提供することは実務上困難であること
等の理由から、日本年金機構等年金支払者や市町村等の関
係者の意見を聞きながら、慎重に検討してまいりたい。
なお、特別徴収の対象年金を変更とする場合、後期高齢者医
療保険料以外に介護保険料・国保保険料・市町村の住民税の
全ての規定も合わせて見直しの検討が必要となる。
また、「具体的な支障事例」について、老齢厚生年金は、在職
等の理由により年金額が支給停止や減額となる機会が多い年
金であること等を踏まえ、特別徴収の対象となる年金とされて
いないため、例として想定し得ないケースである。
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○当市においても、先日、年金受給年額3,154,000円の被保険者から保険料の特別徴収が停止となったことへの苦情が寄せられた。この被保険者は厚
生年金（年額573,000円）と私学振興共済年金（年額2,581,000円）を受給中であるが、特別徴収の対象となる年金は、制度順の優先順位により金額の少
ない厚生年金となっており、結果として介護保険料と合算した額が年金支給額（１/６期分）の１/２を上回ったことにより特別徴収が停止になったことが原
因であった。被保険者は、特別徴収の対象年金に優先順位があることや自動的に普通徴収に変更されることを理解していない場合が多いため、納付書
を送付しても普通徴収分を滞納する事例が多い。特別徴収は、後期高齢者医療制度開始当初から保険料の納付忘れに対処するために設定された納付
方法であるが、このように特別徴収が停止になることが頻発することは、被保険者にとって不便であり、未納防止策としては全く逆効果となっている。これ
を解決するためには、特別徴収の対象年金の優先順位を廃止するか又は制度順から支給額順に改めることが必要である。
○被保険者の中には、十分な年金が支給されているにもかかわらず、特別徴収できない事例が見受けられる。特別徴収できない場合、納付書払いか口
座振替となるが、新たに口座振替の手続きが必要であったり、口座振替であっても残高不足で未納となるケースも多い。制度改正により、特別徴収でき
る対象が広がることで、被保険者の利便性が向上するとともに、収納率の向上が期待できる。
○被保険者としては十分な年金があるのにもかかわらず、特別徴収されないことから、納付書または口座振替で納めることへの苦情がある。
○当市においても、被保険者に対する説明や収納対策に苦慮しているところである。法改正され、優先順位が支給額順になれば、特別徴収が可能な対
象者が増加し、保険料収納率の上昇も期待出来る。
○十分な年金があるにもかかわらず、特別徴収されない場合がある。また、そのことに対する苦情がある。
○これまで特別徴収であった被保険者が１/２判定により、ある年から急に普通徴収（納付書払いであることが多い）に納付方法が変わってしまい、納付
漏れが発生する原因となる。また、納付が遅れると督促手数料が加算された督促状が被保険者に対し送付され、トラブルにもなる。保険料の納付方法が
特別徴収の対象とならない被保険者の中には、特別徴収を希望される方も多いため、複数年金を受給している被保険者の特別徴収をする年金の優先
順位は、年金保険者による優先ではなく、受給年金額による優先とし、納付方法の選択肢を狭めないよう希望する。
○後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金額の２分の１以上の場合、特別徴収ができない。そのため、優先順位が
上位の年金で条件を満たさない場合は、下位の年金でこの条件を満たす場合でも特別徴収ができない。十分な年金があるのにもかかわらず、特別徴収
されないことから、被保険者への説明については、受給している年金の種類やその受給額の資料が必要となり、問合せには対応が困難な状況がある。
○当市においても、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金額の２分の１以上の場合、特別徴収ができないため苦
情もある。優先順位を制度順から支給額順に変更することで、より多くの被保険者の収納方法を特別徴収にすることができ、収納率の向上にも寄与する
と考える。
○当市においても、特別徴収の対象となる年金が制度順による一つの年金に限られるということについては被保険者からの理解を得難く、複数の年金を
受給する者で特別徴収の対象から外れてしまった被保険者からの苦情も多い。特別徴収の対象者を拡大することは、被保険者の利便性の向上に加え、
市区町村の収納率向上にも資するものであり、ひいては安定した制度の運営につながるものと考える。
○老齢基礎年金と老齢厚生年金は、合算した金額が同時に支給されるにもかかわらず、老齢基礎年金が少なく老齢厚生年金が多い被保険者は、特別
徴収ができないケースもあり、被保険者にとってわかりにくい制度となっている。優先順位を制度順から支給額順に変更することで、特別徴収が可能とな
る被保険者が増加し、被保険者の利便性の向上につながり、収納率の向上にも寄与すると考えられる。
○当県においても、「複数の年金を受給しており、年額には余裕があるのに、特定の年金の支給額にだけ注目し、普通徴収となった。納付に手間がかか
るので、特別徴収となるようにして欲しい」との意見が被保険者から寄せられており、同様の意見は市町村窓口にも複数寄せられている。被保険者の納
付の手間を削減するとともに、保険料徴収率の向上を図ることができることから必要な改正だと考えられる。
○十分な額の年金を受給しているにも関わらず、制度ごとの優先順位によって特別徴収されなくなることは被保険者にとって理解しづらく、納付書等で納
めることに対する苦情対応は長引く場合も多い。
○普通徴収では、納付回数の多さや口座登録手続き等の被保険者負担が大きく、ひいては未納の発生につながる。
○年金収入が十分にある方が年金不足により特別徴収できないということは理解を得ることが難しく、また納付場所まで出向くのが困難な場合が多い高
齢者の方にとって、特別徴収は重要であることから、現行制度は被保険者の理解が得られないところである。
○提案市と同様に、十分な年金支給のある被保険者が特別徴収とならないことの理解を得ることが困難である。また、納付書・口座振替申請のいずれで
あっても被保険者の負担となり、市としても苦情対応の負担増や収納率の低下にもつながる。優先順位基準の変更や、年金支給額の合計で判定するな
ど、より多くの被保険者が特別徴収の対象となるよう、より広い基準を検討していただきたい。
○当市においても下位年金受給額が十分であっても特別徴収できず、保険料の算定通知や督促状等を発送した際に、特別徴収できないことへの不便さ
について苦情をいただいている。特別徴収対象年金の優先順位を支給額順に変更することで、被保険者の利便性、納め忘れ防止による収納率の向上
が期待される。
○被保険者として十分な年金があるのにもかかわらず特別徴収されないことについては、被保険者にとって非常に分かりづらく、また、理解が得られにく
いため苦情も多い。
優先順位を制度順から支給額順に変更することで、より多くの被保険者の徴収方法を特別徴収にすることができる。これにより被保険者にとって分かり
やすい徴収方法となるとともに利便性の向上も見込まれる。また、特別徴収になることにより納め漏れを防ぎ、収納率の向上にも寄与する。
○優先順位が下位の年金において、十分な額の支給を受けている被保険者より、特別徴収を実施していない理由を問われた際、まず、実際に支給を受
けている年金の種類や金額を確認しようとするものの、要領を得ない回答のため、その後の説明に窮してしまうほか、口座振替の登録や納付書による納
付の案内に対しては、強い不満を漏らされることがあるもの。
○国民健康保険よりも、納付方法の選択、手続き方法が複雑になっており、それを利用する被保険者にとっても、また説明する職員にとっても負担感は
非常に大きい。

○普通徴収の期間が長くなるほど、未納になるリスクが大きくなるため、制度改正により、早期に特別徴収できることで、被保険者の利便性が向上すると
ともに、収納率の向上が期待できる。
○長い場合１年以上待っていただく方もおり、特別徴収への切替えのタイミングが年１回しかないことについて理解していただくことは困難であり、苦情も
受ける。
○被保険者にとって特別徴収は利便性が高いことから、可能な限り特別徴収による納付ができるよう手立てを講じるべきである。
○特徴再開の人は再開時期が10月のため再開希望の申請時期によっては１年以上のタイムラグが生じる場合がある。特徴開始時期の見直しがされれ
ば、納付書や口座引き落としで納める被保険者が減り、納め忘れ等が減少するため収納率の向上につながる。
○当市においても、被保険者に対する説明や収納対策に苦慮しているところである。特別徴収の開始時期について、10月と４月の２回であるが、早期に
特別徴収を行なうことができるようになれば、特別徴収が可能な対象者が増加し、普通徴収による納め忘れ等を防ぐことができ、保険料収納率の上昇も
期待できる。
○普通徴収になっていることに気づかず、保険料を滞納している場合がある。また、そのことに対する苦情がある。
○当市においても、特別徴収を希望しているにも関わらず、タイミングで普通徴収になることから、納付書または口座振替で納めることへの苦情もある。
早期に特別徴収を行うことにより、被保険者に分かりやすい徴収方法となるとともに納め漏れを防ぎ、収納率の向上にも寄与すると考える。
○当市においても、被保険者が普通徴収から特別徴収への徴収方法の切り替えを希望している場合や、被保険者の希望で口座振替を選択しているが
納付が滞り特別徴収への切り替えを行いたい場合に、次の10月まで特別徴収開始を待たねばならないことについて対応に苦慮することがあり、特に前
者については被保険者からの理解を得難く苦情も多い。特別徴収の開始時期を見直すことは、被保険者の利便性の向上に加え、市区町村の収納率向
上にも資するものであり、ひいては安定した制度の運営につながるものと考える。
○普通徴収から特別徴収に切り替わる時期が限られ、場合によっては切替が一年以上先になることから、特別徴収を希望する者への説明に苦慮してい
る。
普通徴収期間が長くなると、未納が発生しやすくなる。
○特別徴収の早期開始については被保険者の方からの希望や問い合わせが非常に多く、また説明しても理解が得られにくい案件である。
○被保険者は特別徴収を希望しているにも関わらず、普通徴収になってしまう。また、普通徴収になっていることに気づかずに保険料を滞納してしまって
いる。
○被保険者は特別徴収を希望しているにも関わらず、普通徴収になることから、納付書または口座振替で納めることへの苦情も多い。また、普通徴収に
なっていることに気づかずに保険料を滞納している被保険者も多くなっている。
○現行の特別徴収開始判定のタイミングでは、必ず普通徴収になる期間が発生する。被保険者が特別徴収を希望していても、納付書または口座振替で
納付しなければならないことについては苦情も多い。また、制度への理解不足から普通徴収になっていることに気づかず保険料滞納につながることも多
い。
特別徴収の開始時期を見直し、より多くの被保険者を特別徴収の対象とすることで、被保険者にとって分かりやすい徴収方法となり、収納率の向上が期
待できる。
○当市においても、以前から同様の支障事例が生じているところ。４期（年金支給月：10月）以外の時期からも早期に特別徴収を開始することが可能とな
れば、被保険者における利便性や収納率の向上につながることが期待されるもの。
○国民健康保険よりも、納付方法の選択、手続き方法が複雑になっており、それを利用する被保険者にとっても、また説明する職員にとっても負担感は
非常に大きい。

御提案の後期高齢者医療保険料の特別徴収に関して、一度
特別徴収に該当しないと判定された後に、年次処理（開始時期
10月）以外のタイミングで早期に開始できるよう見直すことにつ
いては、
・日本年金機構等年金支払者においてシステム改修の費用負
担や事務コストが発生すること
・仮に4月1日時点で抽出した特別徴収対象者情報以外に、毎
月対象者全件の情報を送付することとした場合には年金支払
者の事務負担が増大することとともに、情報を受け取り、事務
処理を行う市町村の事務負担も増大すること
・仮に介護保険料・国保保険料・市町村の住民税は現行通り
の取扱いとした場合、日本年金機構等年金支払者において、
別に特別徴収対象者の情報を管理するための事務負担が増
大すること
等の課題があることから、日本年金機構等年金支払者や市町
村等の関係者の意見を聞きながら、慎重に検討してまいりた
い。

優先順位を制度順から支給額順に変更
することで、より多くの被保険者の収納
方法を特別徴収にすることができる。こ
のことにより被保険者にとって利便性の
向上につながり、分かりやすい徴収方
法となる。また、特別徴収になることによ
り納め漏れを防ぎ、収納率の向上にも
寄与する。

毎年５月に年金保険者から特別徴収候補者データを受
け取り、７月に国民健康保険団体連合会を通じて年金保
険者へ特別徴収の４期（10月支給の年金）に該当するか
否かの連絡を行っており、該当しないとした場合は翌年
の同タイミングの連絡まで特別徴収の開始依頼を行えな
い。（例：生保廃止、障害認定、口座振替選択の停止等）
被保険者は特別徴収を希望しているにも関わらず、普通
徴収になることから、納付書または口座振替で納めるこ
とへの苦情も多い。また、普通徴収になっていることに気
づかずに保険料を滞納している被保険者も多くなってい
る。

厚生労働
省

後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が特別徴
収の対象となる年金額の２分の１以上の場合、特別徴収
ができない。そのため、優先順位が上位の年金で条件を
満たさない場合は、下位の年金でこの条件を満たす場合
でも特別徴収ができない。
例）老齢基礎年金（上位）：５万円、老齢厚生年金（下
位）：９万円を受給しており、後期高齢者医療保険料と介
護保険料の合計額が４万円となる場合、特別徴収は不
可となる。（→優先順位が支給額順になれば、老齢厚生
年金が優先され、要件を満たし、特別徴収が可能とな
る。）
被保険者としては十分な年金があるのにもかかわらず、
特別徴収されないことから、納付書または口座振替で納
めることへの苦情も多い。

神戸市

神戸市

厚生労働
省

医療・福
祉

後期高齢者医療保
険料の特別徴収に
かかる特別徴収の
開始時期について、
早期に特別徴収を
行なうことができる
ようにすること

Ｂ　地方
に対する
規制緩
和

医療・福
祉

より多くの被保険者の納付方法が特別
徴収となり、被保険者にとって分かりや
すい徴収方法となる。また、年齢到達に
より被保険者となった場合に普通徴収
を挟まずに特別徴収とすることができ
る。さらに、特別徴収になることにより納
め漏れを防ぎ、収納率の向上にも寄与
する。

高齢者の医療
の確保に関す
る法律第107
条、第110条、
高齢者の医療
の確保に関す
る法律施行令
第24条、介護
保険法施行令
第42条

高齢者の医療
の確保に関す
る法律第107
条、第110条、
高齢者の医療
の確保に関す
る法律施行令
第21条、介護
保険法第134～
140条
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後期高
齢者医
療保険
料の特
別徴収
対象年
金の優
先順位
の見直し

後期高
齢者医
療保険
料の特
別徴収
開始時
期に関す
る見直し

後期高齢者医療保
険料の特別徴収に
かかる特別徴収対
象年金の優先順位
を支給額順に変更
すること

Ｂ　地方
に対する
規制緩
和



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況令和元年の地方からの提案等に関する対応方針（令和元年12月23日閣議決定）記載内容
※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を

＜当該対応方針決定年＞として併記
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 各府省からの第２次回答

各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

＜令元＞
５【厚生労働省】
（27）高齢者の医療の確保に関する法律（昭57法80）
後期高齢者医療保険料の特別徴収については、年金受給者・年金保険者・地
方公共団体等への影響や特別徴収の活用機会の拡大に関する地方公共団体
の意向を踏まえ、特別徴収の事務の改善について検討し、令和４年中を目途に
結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令４＞
（36）高齢者の医療の確保に関する法律（昭57法80）及び介護保険法（平９法
123）
（ⅱ）後期高齢者医療保険料の特別徴収については、「デジタル社会の実現に
向けた重点計画」（令和４年６月７日閣議決定）において検討することとされてい
る行政機関間の情報連携基盤（公共サービスメッシュ)の在り方を踏まえ、特別
徴収の事務の改善に必要な情報連携の方法等について引き続き検討し、令和
６年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令元＞
５【厚生労働省】
（27）高齢者の医療の確保に関する法律（昭57法80）
後期高齢者医療保険料の特別徴収については、年金受給者・年金保険者・地
方公共団体等への影響や特別徴収の活用機会の拡大に関する地方公共団体
の意向を踏まえ、特別徴収の事務の改善について検討し、令和４年中を目途に
結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令４＞
（36）高齢者の医療の確保に関する法律（昭57法80）及び介護保険法（平９法
123）
（ⅱ）後期高齢者医療保険料の特別徴収については、「デジタル社会の実現に
向けた重点計画」（令和４年６月７日閣議決定）において検討することとされてい
る行政機関間の情報連携基盤（公共サービスメッシュ)の在り方を踏まえ、特別
徴収の事務の改善に必要な情報連携の方法等について引き続き検討し、令和
６年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

御提案の後期高齢者医療保険料の特別徴収対象年金の優先順位を
支給額順に見直すことについては、
・　日本年金機構等年金支払者におけるシステム改修の費用負担や
事務コストが発生すること
・　そもそも制度として単純な金額順とした場合に、老齢基礎年金は支
給停止となる可能性が低い年金であるのに対し、老齢厚生年金を含
む他の年金は年金額が支給停止や減額となる機会が多い年金である
ために、特別徴収期間中に年金額の支給停止・減額により特別徴収
が中止される可能性が高くなるという課題があること
・　日本年金機構が支給する年金と共済組合が支給する共済年金と
いったように複数年金を受給しているケースにおいて、日本年金機構
では年金の優先順位の判定のみを行っており、その受給額について
は勘案していないことから、仮に金額順とする場合には、いずれの機
関が行うとしても対象者の全年金の情報をどのように収集し、ある時
点でどの年金額が高いかを確認し、現行の事務処理の期間内に市町
村に特別徴収対象者のデータを提供することは実務上困難であること
・　仮に、マイナンバーによる情報連携を活用することで、市町村から
日本年金機構に年金情報を照会する流れとした場合、市町村側の事
務負担が増加すること
等の理由から、日本年金機構等年金支払者や市町村等の関係者の
意見を聞きながら、慎重に検討してまいりたい。
なお、特別徴収の対象年金を変更とする場合、後期高齢者医療保険
料以外に介護保険料・国保保険料・市町村の住民税の全ての規定も
合わせて見直しの検討が必要となる。
また、「具体的な支障事例」について、老齢厚生年金は、在職等の理
由により年金額が支給停止や減額となる機会が多い年金であること
等を踏まえ、特別徴収の対象となる年金とされていないため、例として
想定し得ないケースである。

御提案の後期高齢者医療保険料の特別徴収に関して、一度特別徴
収に該当しないと判定された後に、年次処理以外（開始時期10月）の
タイミングで早期に開始できるよう見直すことについては、
・　日本年金機構等年金支払者のシステム及び市町村システムの改
修の費用負担の発生が見込まれること
・　仮に4月1日時点で抽出した特別徴収対象者情報以外に、毎月対
象者全件の情報を送付することとした場合には、年金支払者はその
都度特別徴収の対象となっていない対象者情報を抽出し市町村へ回
付して、市町村から回答を受ける必要が生じることによる事務負担が
増大するとともに、情報を受け取り、事務処理を行う市町村の事務負
担も増大すること
・　仮に介護保険料・国保保険料・市町村の住民税は現行通りの取扱
いとした場合、日本年金機構等年金支払者において、別に特別徴収
対象者の情報を管理するための事務負担が増大すること
等の課題があることから、日本年金機構等年金支払者や市町村等の
関係者の意見を聞きながら、慎重に検討してまいりたい。

― 【全国市長会】
提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

【千歳市】
システム変更費用負担の問題や年金支給機関の相互調整等
実現には多くの課題があることは理解できました。加入者の要
望が多い事項であり、高齢者である被保険者の利便性を高め
るための特別徴収制度ですので、年金の垣根を超えた安定的
な運用を早急に整備されるよう、重ねて要望します。
【愛知県】
各年金支払者のデータは、マイナンバーの利用により、統合す
ることが可能であると思われる。
年金支給の安定性を問うのであれば、単純な金額順である必
要はないが、介護保険料と同じ年金から徴収する規定を見直
すことで、特別徴収の対象者を増やすことができる。

【全国市長会】
提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

―

【海老名市】
事務負担増大との回答だが、納め忘れによる未納を防ぐため
の特別徴収が、切替のタイミングによってかえって未納を生じ
させていることや、そのことについての苦情の対応に要する時
間を鑑みれば、収納率向上及び職員の負担軽減につながると
考える。

検討中 特別徴収の事務の
改善に必要な情報
連携の方法等につ
いて引き続き検討
し、令和６年中に結
論を得る。

年金保険者や各保険料等の担当部局等とともに、特別徴収事務の改善に必要な情報連携の方法等
について検討を進めており、関係省庁を含め、引き続き具体的な実現方法やスケジュールの目途の
決定に向けて調整を続ける予定。

年金受給者・年金保険者・地方公共団体等への影響、
特別徴収の活用機会の拡大に関する地方公共団体の
意向や行政機関間の情報連携基盤（公共サービスメッ
シュ）の在り方を踏まえ、特別徴収の事務の改善に必
要な情報連携の方法等について引き続き検討し、令和
６年中に結論を得る。

検討中 特別徴収の事務の
改善に必要な情報
連携の方法等につ
いて引き続き検討
し、令和６年中に結
論を得る。

年金保険者や各保険料等の担当部局等とともに、特別徴収事務の改善に必要な情報連携の方法等
について検討を進めており、関係省庁を含め、引き続き具体的な実現方法やスケジュールの目途の
決定に向けて調整を続ける予定。

年金受給者・年金保険者・地方公共団体等への影響、
特別徴収の活用機会の拡大に関する地方公共団体の
意向や行政機関間の情報連携基盤（公共サービスメッ
シュ）の在り方を踏まえ、特別徴収の事務の改善に必
要な情報連携の方法等について引き続き検討し、令和
６年中に結論を得る。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

管理
番号

団体名

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解提案区分
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効
率化等）

根拠法令等
制度の所管
・関係府省

各府省からの第１次回答

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)

後期高齢の保険料額や収納方法が変更となることで年金支払
額が変更となるのは当然で、現在も変更の振込通知書を作
成・発送いただいている。また、金額の変更は所得更正や異動
があった場合であるが、１人の被保険者について頻繁におこる
ものではないと考える。さらに、収納方法が特別徴収から普通
徴収に変更となるより、特別徴収を継続できる方が受給者の
混乱はより少ない。
制度改正にかかる予算及び体制の確保のため、検討状況は
なるべく公表いただき、実現する場合は各市町村へはなるべく
早い段階でスケジュールをお示しいただきたい。また、それに
伴う費用については国全体の問題であるため、国で必要な措
置をとっていただきたい。

―札幌市、
宮城県、
石巻市、
白河市、
須賀川
市、ひたち
なか市、
所沢市、
船橋市、
川崎市、
新潟市、
高山市、
浜松市、
三島市、
名古屋
市、豊橋
市、豊川
市、知多
市、京都
府、京都
市、池田
市、芦屋
市、鳥取
県、山口
市、高松
市、八幡
浜市、田
川市、五
島市、熊
本市、中
津市、宮
崎市

○所得変更等により、保険料が変更となった場合、特別徴収ではなく、普通徴収となるため、被保険者の手間が増えることが多い。制度改正により、被
保険者の利便性が向上するとともに、収納率の向上が期待できる。
○左記具体的な事例と同様、保険料額に変更があった場合でも、そのまま特別徴収のみ金額を変更して継続してほしいというご意見をいただくことがあ
る。普通徴収になることを理解していただくことは困難である。
○８月に保険料の決定通知を送付後、所得の変更等により、保険料額が増額変更されると、特別徴収の金額は現状変更できないため、増額分はすべて
普通徴収となる。被保険者は年金天引きで納めていると納付しているという感覚をあまり持っておらず、納付書が来ても納付せずに滞納となる場合が多
い。また、年金天引きで払っているのに納付書で取られるのはおかしい。という苦情にもつながる。特別徴収の金額変更に関する見直しが行われれば、
保険料の滞納につながる可能性を減らすことができ、収納率の向上にも寄与する。
○当市においても、被保険者に対する説明や収納対策に苦慮しているところである。当年度内に保険料額に変更があった場合には、両徴収への切替え
（特別徴収と普通徴収）、または全額を普通徴収に切り替えることしか出来ない。特別徴収を行なうことができるようになれば、特別徴収が可能な対象者
が増加し、普通徴収による納め忘れ等を防ぐことができ、保険料収納率の上昇も期待できる。
○普通徴収になっていることに気づかず、保険料を滞納している場合がある。また、そのことに対する苦情がある。
○当市においても、年度途中で保険料額に変更があった場合に被保険者の希望とは関係なく自動的に特別徴収から普通徴収に切り替わるために、被
保険者からの苦情が多い。納付方法が変更されることについては被保険者にあてて都度通知してはいるが、気づかれないことも多く、滞納が発生する
ケースもある。仮徴収の時期だけでなく本徴収の時期においても特別徴収の金額変更を可能にすることは、被保険者の利便性の向上に加え、市区町村
の収納率向上にも資するものであり、ひいては安定した制度の運営につながるものと考える。
○特別徴収する保険料額は、７月に額が確定し、以降年間の保険料額が減額になると、特別徴収する保険料額は変更できず、普通徴収に変更して、保
険料額を変更することになってしまう。年間の保険料額が減額になっても、特別徴収する保険料を変更して特別徴収を継続することができれば、被保険
者にとってわかりやすい徴収方法となり、普通徴収時の納め漏れが減り、収納率の向上にも寄与する。
○特別徴収されている被保険者の当該年度の保険料が変更になった場合、差額又は全額を普通徴収による納付に切り替えることしかできない。被保険
者からの問い合わせ対応や納め忘れに伴う滞納整理事務が負担となっている。
○特別徴収のまま金額変更できないため、特別徴収希望者への説明に苦慮している。
普通徴収への切替により、未納が発生しやすくなる。
○保険料が増額になると市町村は全額普通徴収か特別徴収との併徴か選択することになる。本県では特別徴収を継続するため併徴を選択することが
多いが、被保険者にとって、併徴されるという徴収方法は分かりにくく、なぜ年金から引かれつつ納付書で払いに行かないといけないかという疑問を抱か
れたり、二重に払っているのではないかという不安を生む元になっている。また特徴されたいるため、被保険者は未納との認識が無く、普通徴収分が未
納につながりやすい。
○被保険者は特別徴収を希望しているにも関わらず、普通徴収になることから、納付書または口座振替で納めることへの苦情も多い。
○年度内に保険料額に変更があっても翌年度まで特別徴収金額の変更ができないことにより、普通徴収での納付期間が長くなることは、被保険者に
とって利便性が悪く、未納保険料の発生にもつながりやすい。
特別徴収における金額変更のタイミングを見直し、より多くの被保険者の徴収方法を特別徴収として継続することは、被保険者にとって利便性が向上す
るとともに分かりやすい徴収方法となることから、保険料滞納を防止し収納率の向上に寄与する。
○特に顕著な事例としては、平成28年熊本地震に被災した被保険者に対する保険料減免が挙げられるもの。減免の適用により保険料額が変更となる
中、特別徴収の金額変更ができなかったこと等により、普通徴収へと移行した被保険者の数は１万人程度にまでのぼり、納付通知書の発送後には問合
せ数が大幅に増加したほか、普通徴収に移行の被保険者に対して送付した口座振替勧奨通知書や納付通知書、督促状等への反応が見られず、結果と
して保険料に未納が生じた被保険者においては、平成30年度及び平成31年度における被保険者証の更新時、短期証へと切り替わってしまった状況。な
お、当該被保険者において特別徴収を再開することができたのは平成30年度４期（年金支給年月：平成30年10月）より。
○国民健康保険よりも、納付方法の選択、手続き方法が複雑になっており、それを利用する被保険者にとっても、また説明する職員にとっても負担感は
非常に大きい。

御提案の後期高齢者医療保険料の特別徴収に関して本徴収
のタイミングにおいても金額の変更をできるよう見直すことにつ
いては、
・日本年金機構等年金支払者のシステム及び市町村システム
の改修の費用負担の発生が見込まれること
・特別徴収される金額が変更となる都度、年金支払額が変更と
なり改めて振込通知書の作成・発送等が必要となり、事務費用
が増大することにあわせて何度も年金支払額が変更となること
で受給者の混乱を招く恐れがあること等の課題があることか
ら、今後、システム改修による費用や市町村等の事務負担等
に配慮しつつ、日本年金機構等年金支払者や市町村等の関
係者の意見を聞きながら、慎重に検討してまいりたい。
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毎年５月に年金保険者から特別徴収候補者データを受
け取り、７月に国民健康保険団体連合会を通じて年金保
険者へ特別徴収額通知している。この場合、翌年度まで
金額の変更ができないため、当年度内に保険料額に変
更があった場合には、両徴収への切替え（特別徴収と普
通徴収）、または全額を普通徴収に切り替えることしかで
きない。
被保険者は特別徴収を希望しているにも関わらず、普通
徴収になることから、納付書または口座振替で納めるこ
とへの苦情も多い。

Ｂ　地方
に対する
規制緩
和

医療・福
祉

医学部
の「地域
枠」入学
定員（臨
時定員）
の継続
設置

Ｂ　地方
に対する
規制緩
和

医療・福
祉

地域枠を確実に確
保できなければ、未
だ解消されていない
医師の地域偏在を
さらに助長し、地域
医療の崩壊を招くお
それがある。このこ
とから、二次医療圏
ごとに医師が不足
する場合は、必要な
医師数を安定的に
確保するため、地域
の実情に応じた臨
時定員による地域
枠の設置を認める
こと。
従って、2022年度以
降も当面は現行制
度を継続し、地域枠
については臨時定
員で措置すること。

【現状】
地域における医師不足解消に向け、医学部を有する大
学が入学定員の増加を行おうとする場合、都道府県から
修学資金の貸与を受ける代わりに、卒業後にその地域
で一定期間働く「地域枠」の定員増が認可される。
地域枠の入学定員（臨時定員）については、2021年度ま
で都道府県一律に毎年原則10名を上限とされているが、
現状においては医師の地域偏在を解消できていない。そ
れにもかかわらず、医師確保計画策定ガイドライン(平成
31年３月)においては、医師の需給が均衡するとの前提
で、2022年度以降、臨時定員による地域枠を要請できる
のは、将来時点において医師が少数となる二次医療圏を
有する県が、恒久定員の５割程度の地域枠を設置しても
必要な地域枠を確保できない場合に限定された。
なお、2022 年度以降の医師養成数については、「医師の
働き方改革に関する検討会報告書」でとりまとめられた
医師の働き方改革に関する結論、医師偏在対策の状況
等を踏まえ、再度、医師の需給推計を行った上で検討を
行うこと、とされているところである。
【支障事例】
本県の人口10万人当たりの医師数は、圏域別では神戸
と阪神南以外の８圏域で全国平均を下回っている。全国
平均を下回っている地域を全国平均並み（人口10万人当
たり240.1人）にするためには、1,291人の医師が必要で
ある。
しかし、本県が地域枠で養成した医師は33人しかおら
ず、医師の地域偏在を解消できていない。

「地域枠」の入学定員について、地域の
実情を踏まえたものとすることにより、医
師の地域偏在の解消に資する。

・医療法第30条
の23、第30条
の24、第30条
の27等
・医師確保計画
策定ガイドライ
ン(平成３１年３
月29日) ６-２

厚生労働
省

後期高
齢者医
療保険
料の特
別徴収
の金額
変更に関
する見直
し

後期高齢者医療保
険料の特別徴収に
かかる本徴収のタ
イミングにおいても
金額変更をできるよ
うにすること

神戸市厚生労働
省

高齢者の医療
の確保に関す
る法律第107
条、第110条、
高齢者の医療
の確保に関す
る法律施行令
第21条、介護
保険法第134～
140条

より多くの被保険者の納付方法を特別
徴収のままとすることができ、被保険者
にとって分かりやすい徴収方法となる。
さらに、特別徴収になることにより納め
漏れを防ぎ、収納率の向上にも寄与す
る。
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兵庫県、
滋賀県、
京都府、
大阪府、
堺市、神
戸市、和
歌山県、
鳥取県、
徳島県、
関西広域
連合

現在、国が示す将来時点の必要医師数は、病院勤務医と診療
所勤務医を分けずに推計されており、地域医療を担う公的病
院等の勤務医の不足や、郡部において在宅医療を担う診療所
勤務医の不足など、地域の実情を正確に反映していない数値
である。
また、
① 医師偏在指標に基づく「医師少数都道府県」、「医師多数都
道府県」、
「医師少数でも多数でもない都道府県」の区分は、相対的な医
師の偏在の状況を示すものであり、絶対的な医師数の充足状
況を示しておらず、医師少数ではない都道府県においても医
師不足の状況にあること。
② 国が医師確保対策として考えている都道府県内における医
師の派遣調整、キャリア形成プログラムの策定・運用等につい
ては、地域枠で養成した医師を中心に行っており、地域枠で必
要医師数が確保できない場合には、地域の必要な医師の確保
は困難となること。
以上のことから、2022年度以降も、現行制度を継続し、へき地
等に一定期間勤務することを義務づけている地域枠について
は臨時定員で措置することを要望する。
なお、地域枠を恒久定員の枠内のみで設置し、大学の判断で
設置の可否が決まることになれば、地域枠の医師を安定的に
確保することは困難と考える。

―2019年度の医師養成数は9,420人と過去最大規模になってお
り、将来の人口動態等も踏まえると長期的には供給が需要を
上回るとの需給推計結果を得ているが、「マクロの医師需給均
衡は、必ずしも、地域や診療科といったミクロ領域での需給均
衡を意味しない」等との考えから、今後の医師養成数について
は2021年度まで暫定的に維持、2022年度以降は改めて医師
需給を見込み検討としている。
これらを踏まえ、医師少数ではない都道府県については、都道
府県全体の医師が不足している訳ではないことから、医師確
保計画策定ガイドラインでは、大学医学部における恒久定員
の枠内において、地域枠等の設置・増員を進めていくことが必
要であるとしており、二次医療圏において将来時点における不
足医師数を満たすために必要な医師数を、地域医療対策協議
会の協議を経た上で、都道府県知事から大学に対して要請で
きることとしている。
その他にも、医師確保対策としては、都道府県内における医師
の派遣調整、キャリア形成プログラムの策定・運用等の施策が
存在している。
厚生労働省としては、こうした取り組みを通じ、地域の実情に
応じて、必要な医師数の安定的な確保を進めてまいりたい。

○各自治体の判断で地域の実情に応じた医師確保の取組が実施できるよう、臨時定員による地域枠を柔軟に活用できることが必要である。
○本県の人口10万人当たりの医師数は、全10圏域のうち松本以外の９圏域で全国平均を下回っている状況で、全国平均並み（人口10万人当たり240.1
人）にするためには、291人の医師が必要である。しかし、本県が地域枠で養成した医師は17人しかおらず、医師の地域偏在の解消には相当の時間を要
する。※国が示す「医師偏在指標」による区分に基づき、一律・機械的な取り扱いがなされることがないよう地域の実情に応じた運用が必要。
○本市は、医師確保のための修学資金貸与制度により、医師確保に努めていますが、医師確保には苦慮しています。このため、地域の実情に応じた臨
時定員による地域枠の設置を認めることは、必要と考えます。
○当県では、若手医師を養成して地域偏在を解消するため、国の臨時定員増を活用した地域枠（15名）を大学に設置している。このたび国が公表した医
師偏在指標では当県は多数県となり、臨時定員増を活用した地域枠の設置が認められない状況であるが、二次医療圏でみると中央医療圏以外は医師
少数区域であり、臨時定員による地域枠が減らされると本県の医師偏在対策に支障が生じる。
○当県においても、「地域枠」の医師が、医師の不足する地域で勤務している。「地域枠」は将来の医師不足地域への医師確保に直結することから、地
域の実情を踏まえた制度にしていただきたい。
○当県は、現状において全ての圏域において医師不足であり、また、地域偏在を解消できていない。国が示した医師偏在指標に基づく区分のみをもっ
て、医師確保計画策定ガイドラインによる医師確保対策に従えば、今後の地域枠医師の養成が抑制されるとともに、地域を循環しながら勤務する流れが
途絶えることも想定され、地域医療への影響が強く懸念される。
○医師不足や地域偏在の課題を抱えていることから、地域枠を確保できなければ、医師の地域偏在をさらに助長し、地域医療の崩壊を招くおそれがあ
る。このことから、必要な医師数を安定的に確保するため、地域の実情に応じた臨時定員による地域枠の設置を継続することが必要である。
○本県でも、地理的条件が厳しい阿蘇、天草地域などでは医師確保が非常に困難な状況にあるため、臨時定員の継続が必要と考えている。
○当県としても、以下の現状があるため、同様の制度改正の必要性を認める。
本県では医師の診療科偏在を改善する目的に、外科、小児科、産婦人科、救急科、麻酔科、総合診療をで勤務する意思を有する者を対象に地域枠を設
定している。
小児科、産科・産婦人科、救急科の医師数（人口10万人対）では、全国水準を下回る二次医療圏は、13医療圏中９医療圏、外科では６医療圏、麻酔科で
は10医療圏ある。
○厚生労働省から令和元年６月に提供された医師偏在指標（暫定値）によれば、当県は医師少数都道府県となる見込みである。また、二次保健医療圏
間の指標の差は大きく、最大値（267.7・全国第52位）と最小値（119.3・全国第320位）の差は倍以上である。こうした状況において、医師総数の増加と共
に地域間偏在を解消するための有効な対策が「地域枠」であり、当県では、地元の国立大学や県内に附属病院を持つ大学と連携し、地域医療に意欲を
持つ学生の受け皿として39名分の地域枠を確保しており、その大部分（34名分）が臨時定員増によるものである。現在、当県では、関係大学や県内医療
機関と連携し、関係者一丸となって地域枠卒業生のキャリア形成の支援に取り組み、県内定着を図ろうとしているところである。しかしながら、今回の見
直しにより、臨時定員増を活用できる場合が「恒久定員の５割程度の地域枠を設置しても必要な地域枠を確保できない場合」に限られれば、臨時定員増
を活用して設定されている現在の「地域枠」は存続が困難となる。また、県内の大学医学部（国内トップレベルの地元国立大学医学部及び国家戦略特区
制度を活用して設立された大学医学部）の状況を考えれば、恒久定員内で多数の「地域枠」を設定することも困難と見込まれる。
今回の国の方針が実際のものとなれば、地域偏在是正のための大きなツールを奪われ、また、県一丸となった取組に水を差されることとなり、当県の医
師確保対策に大きな支障を及ぼすこととなる。
○本県では地域枠１３人中１０人が臨時定員であり、これが維持されなければ、大学医学部定員の１０名の減員となり、大学が地域枠とそれ以外の一般
枠で一体となって地域医療を支える取組に影響を及ぼし、本県の医師確保対策に支障をきたす。
○本県の人口10万人当たりの医師数は、全国平均(240.1人）を下回る208.7人で全国37位（H28三師調査より）。医療圏別でもA医療圏のみ全国を上回っ
ているが、他の４医療圏は全国平均を大きく下回っている。しかし、臨時枠を含めても地域枠で養成できる医師は年２８人しかおらず、医師の地域偏在を
解消できていない。ここで臨時定員枠が減れば医師の地域偏在の解消が困難になるうえ、医師の働き方改革を踏まえた勤務環境改善を進めるためにも
継続した医師の養成が必要。
○本県の人口10万人当たりの医師数は、全圏域で全国平均を下回っており、医師確保は喫緊の課題である。必要な医師数を安定的に確保するため、
「地域枠」の入学定員について、地域の実情を踏まえたものとし、地域の実情に応じた医師確保策を実施できる制度を構築する必要がある。

茨城県、
埼玉県、
千葉県、
石川県、
長野県、
岐阜県、
三重県、
島根県、
香川県、
愛媛県、
高知県、
福岡県、
熊本県、
大分県



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況令和元年の地方からの提案等に関する対応方針（令和元年12月23日閣議決定）記載内容
※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を

＜当該対応方針決定年＞として併記
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 各府省からの第２次回答

各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

＜令元＞
５【厚生労働省】
（27）高齢者の医療の確保に関する法律（昭57法80）
後期高齢者医療保険料の特別徴収については、年金受給者・年金保険者・地
方公共団体等への影響や特別徴収の活用機会の拡大に関する地方公共団体
の意向を踏まえ、特別徴収の事務の改善について検討し、令和４年中を目途に
結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令４＞
（36）高齢者の医療の確保に関する法律（昭57法80）及び介護保険法（平９法
123）
（ⅱ）後期高齢者医療保険料の特別徴収については、「デジタル社会の実現に
向けた重点計画」（令和４年６月７日閣議決定）において検討することとされてい
る行政機関間の情報連携基盤（公共サービスメッシュ)の在り方を踏まえ、特別
徴収の事務の改善に必要な情報連携の方法等について引き続き検討し、令和
６年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

【全国市長会】
提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

御提案の後期高齢者医療保険料の特別徴収に関して本徴収のタイミ
ングにおいて金額の変更ができるよう見直すことについては、
・　日本年金機構等年金支払者のシステム及び市町村システムの改
修の費用負担の発生が見込まれること
・　特別徴収される金額が変更となる都度、年金支払額が変更となり
改めて振込通知書の作成・発送等が必要となり、事務費用が増大す
ることにあわせて年金支払額が変更となることで受給者の混乱を招く
恐れがあること
・　後期高齢者医療制度においては、介護保険料と合わせた保険料
額が年金額の２分の１を超える場合には特別徴収の対象としないこと
で、生活の基礎となる年金からの天引額が過大となることを防ぐことと
しているところ、保険料額が増える場合において、市町村では増額時
点の年金受給額が不明なため、市町村が独自にこの要件を満たすか
確認し、特別徴収の対象となるか否かを判断することはできないこと
（仮に実施をすればそのためのシステム改修が更に必要となる）
等の課題があることから、日本年金機構等年金支払者や市町村等の
関係者の意見を聞きながら、慎重に検討してまいりたい。

―― 年金受給者・年金保険者・地方公共団体等への影響、
特別徴収の活用機会の拡大に関する地方公共団体の
意向や行政機関間の情報連携基盤（公共サービスメッ
シュ）の在り方を踏まえ、特別徴収の事務の改善に必
要な情報連携の方法等について引き続き検討し、令和
６年中に結論を得る。

検討中 特別徴収の事務の
改善に必要な情報
連携の方法等につ
いて引き続き検討
し、令和６年中に結
論を得る。

年金保険者や各保険料等の担当部局等とともに、特別徴収事務の改善に必要な情報連携の方法等
について検討を進めており、関係省庁を含め、引き続き具体的な実現方法やスケジュールの目途の
決定に向けて調整を続ける予定。

＜令元＞
５【厚生労働省】
（12）医療法（昭23法205）
（ⅱ）医学部における臨時定員による地域枠の設置の在り方については、医療
従事者の需給に関する検討会医師需給分科会での令和４年度以降の医師養
成数に関する議論を踏まえて検討し、令和２年中に結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

＜令２＞
５【厚生労働省】
（13）医療法（昭23法205）
医学部における臨時定員による地域枠については、令和４年度は令和３年度と
同様の方法で設定する。令和５年度以降については、「医療従事者の需給に関
する検討会医師需給分科会」での議論を踏まえて検討し、令和３年春までを目
途に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令３＞
５【厚生労働省】
（17）医療法（昭23法205）
医学部における臨時定員による地域枠については、以下のとおりとする。
・令和５年度については、令和４年度と同様の方法での設定に加え、臨時定員
による歯学部振替枠の廃止に伴い、同振替枠を地域の医師確保・診療科偏在
対策に有用な範囲に限って地域枠臨時定員として活用することを可能とする。
・令和６年度以降については、引き続き検討し、令和４年春までを目途に結論を
得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令４＞
５【厚生労働省】
（17）医療法（昭23法205）
医学部における臨時定員による地域枠の設置の在り方については、第８次医
療計画等に関する検討会における議論を踏まえつつ、以下のとおりとする。
・令和６年度の臨時定員による地域枠の設置について検討し、令和４年中に結
論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
・令和７年度以降については、引き続き検討し、令和５年中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。

2019年度の医師養成数は9,420人と過去最大規模になっており、将来
の人口動態等も踏まえると長期的には供給が需要を上回るとの需給
推計結果を得ているが、「マクロの医師需給均衡は、必ずしも、地域や
診療科といったミクロ領域での需給均衡を意味しない」等との考えか
ら、今後の医師養成数については2021年度まで暫定的に維持、2022
年度以降は改めて医師需給を見込み検討としている。
これらを踏まえ、医師少数ではない都道府県については、都道府県全
体の医師が不足している訳ではないことから、医師確保計画策定ガイ
ドラインでは、大学医学部における恒久定員の枠内において、地域枠
等の設置・増員を進めていくことが必要であるとしている。また、その
際、二次医療圏において将来時点における不足医師数を満たすため
に必要な医師数を、都道府県が設置主体である地域医療対策協議会
の協議を経た上で、都道府県知事から大学に対して要請できることと
している。
なお、医師偏在指標上、「医師が多数でも少数でもない」都道府県で
も、現状で医師が需要に対して不足している可能性があることは認識
しているが、医学部臨時定員増員を考えるに当たっては、近い将来に
三次医療圏全体でマクロの供給量が過剰とならないように留意が必
要である。医師の派遣調整や、「医師不足地域における医師の確保」
と「医師不足地域に派遣される医師の能力開発・向上の機会の確保」
の両立を目的とするキャリア形成プログラム等の医師偏在対策を通
じ、厚生労働省としては、地域の実情に応じて、必要な医師数の安定
的な確保を進めてまいりたい。

検討中 「第８次医療計画等
に関する検討会」等
における議論の状
況を踏まえて検討。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、当初令和４年度以降の医師養成数の方針を示す予定
としていた令和２年４月までの間に、十分な議論を行うことができなかったことを踏まえ、令和２年８月
31日の「医療従事者の需給に関する検討会　第35回医師需給分科会」において、大学医学部・受験
生へ配慮する観点から、令和４年度の臨時定員は、暫定的に令和２・３年度と同様の方法で設定する
こととされた。
また、令和３年８月27日の「医療従事者の需給に関する検討会第39回医師需給分科会」において、
令和５年度の医学部総定員数は、令和元年度の医学部総定員数を上限とするとともに、歯学部振替
枠を廃止し、地域の医師確保・診療科偏在対策に有用な範囲に限って、地域枠臨時定員として認め
ることが検討された。さらに、令和６年度以降の医学部定員については「第８次医療計画等に関する
検討会」等における議論の状況を踏まえて検討する必要があるとされた。これを踏まえ、令和５年度
の医学部定員については、令和３年10月13日付け通知「令和５年度の医学部定員の取扱いについ
て」を、都道府県に対して発出した。
また、令和４年10月27日の「第８次医療計画等に関する検討会　第９回地域医療構想及び医師確保
計画に関するワーキンググループ」において、令和６年度の医師養成数の方針を報告・意見交換した
上で、臨時定員全体の必要性を十分に精査し、地域における医師の確保に必要な範囲で臨時定員
の設置を認めることとした上で、令和６年度の医学部総定員数は令和元年度の医学部総定員数を上
限とし、医学部入学定員の臨時増員の枠組みについて１年間延長することとした。さらに、令和７年度
以降の医学部臨時定員については「第８次医療計画等に関する検討会」等における議論の状況を踏
まえ、改めて検討するとされた。これを踏まえ、令和６年度の医学部臨時定員については、令和４年
11月4日付け通知「令和６年度の医学部臨時定員の暫定的な維持について」を都道府県に対して発
出した。

令和７年度以降の医学部臨時定員については、「第８
次医療計画等に関する検討会」等における議論の状況
を踏まえ検討する。

【全国知事会】
大学が地域と連携して医師不足地域に必要な医
師を育成・派遣する役割を果たすことができるよ
う、地域に必要な医師が十分に確保されるまで医
学部臨時定員増を延長すべきである。
【全国市長会】
提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

―【千葉県】
大学が地域と連携して医師不足地域に必要な医師を育成・派
遣する役割を果たすことができるよう、地域に必要な医師が十
分に確保されるまで医学部臨時定員増を延長すべきである。
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191 Ｂ　地方
に対する
規制緩
和

医療・福
祉

精神障
害者保
健福祉
手帳の
更新期
間の延
長

【現状】
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により、精
神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、「２年ごと
に政令で定める精神障害の状態にあることについて、都
道府県知事の認定を受けなければならない。」と定めら
れている。
【支障事例】
精神疾患を起因として、思考、感情や意欲の障害を残し
ている精神障害者は、症状が一時的に治まっても再発の
可能性がある寛解状態が長期化し、障害が固定する身
体障害者との差異は少なくなっている。
しかし、身体障害者手帳は有効期限がない一方、精神障
害者保健福祉手帳は２年に１回の更新が必要で、同手
帳所持者にとっては有効期限の管理、診断書等の準備、
市町窓口で手続き等の負担が大きい。
また、同手帳保持者は毎年増加しており、申請の増加に
伴い、審査・判定と交付事務を行う精神保健福祉セン
ターの事務量は急増しており、２年ごとに更新を行う現状
では手帳の早期発行が困難な状況となっている。
手帳の更新状況を確認したところ、更新前の等級から変
更のなかった人の割合は95％程度で、概ね等級変更が
ない状況となっている。また、２回の更新で等級変更がな
く少なくとも４年間、同一の等級であった人の割合も90％
程度であるため、更新期間を延長しても概ね支障がない
ものと考える。
＜手帳所持者数＞
平成27年末：24,227名→平成28年末:25,450名→平成29
年末：27,033名→平成30年末：30,483名

更新期間を現行の２年から４年に延長
することにより、手帳申請者の負担が軽
減される。
また、精神保健福祉センターの事務負
担が軽減されることにより、手帳発行に
要する期間の短縮につながるとともに、
相談業務等に注力できることから、精神
障害者福祉の増進に寄与する。

精神障害者保健福
祉手帳の更新期間
を現行の２年から４
年に延長すること。

―・精神保健及び
精神障害者福
祉に関する法
律第45条第４
項

兵庫県、
滋賀県、
堺市、神
戸市、鳥
取県

厚生労働
省

○２年ごとの更新において、申請及び進達後、３カ月程度を要し、手帳はまだ発行されないのか等の問い合わせが多く寄せられる。
○本市でも精神障がい者数は増加傾向にあり、提案市と同様の状況である。また、手帳の交付に時間がかかりすぎると言った申請者の不満も多く聞か
れており、手帳の早期発行につながる更新期間の延長の必要性を感じている。
○手帳所持者数は平成28年末：2,607人、平成29年末：3,090人、平成30年末3,388人と増加しておきており、それに伴い、窓口業務の負担が年々大きく
なってきている。
○提案団体同様、申請手続きが申請者・医療機関・行政の負担となっている。また、行政側においてはその対応に要する事務量が他業務を圧迫してい
る。
○精神障害者保健福祉手帳保持者の増加に伴い、審査・判定と交付事務を行う精神保健福祉センターの事務量は急増している。
更新期間が２年から４年に延長されれば，精神保健福祉センターの業務が軽減される。
＜参考＞
①手帳所持者数
平成27年末：15,761名→平成28年末:16,671名→平成29年末：17,793名→平成30年末：18,185名
②本県の手帳更新に係る等級変更状況（平成30年度実績）
更新前の等級から変更のなかった人の割合は約90％程度
○当市における精神保健福祉手帳の２年に１回の更新で等級が変更になる者は、50人前後である。また、手帳所持者は、年間約50人前後増え続けて
おり、これに伴い、今後更新の受付件数も増えることになる。その分、医療機関による診断書の作成、申請受付窓口、県への進達のチェックに要する時
間が増え続けている。また、県による審査の負担も増え続けているものと思慮される。更新を４年に１回にした場合、考慮すべきと考えられる事項は、精
神という内面の変化に伴い等級変更及び手帳が不要になる者がいるということだが、医療機関の医師と精神障害者との相談の上、４年の間に等級変更
の申請をすること又は手帳を返却することは可能であるため、更新期間を延長してもおおむね支障がないものと考える。
以上のことから、増え続けている障害者に対する医療機関の診断書の作成から始まり、県の決定が出るまでの事務及び更新に伴う障害者の負担を考
えると、等級変更になる人数の割合及び２年に１回の更新の必要性を考慮したとしても、４年に１回の更新が適切ではないかと考える。（※参考：本市に
おける精神保健福祉手帳交付者数の推移　平成28年度末：1,032人、平成29年度末：1,092人、平成30年度末：1,144人）
○精神保健福祉手帳所持者にとって有効期限の管理、診断書等の準備、市町窓口で手続き等の負担が大きく、また、受領する行政の窓口でも必要な
書類が揃わなければ受付できず、申請者と行政それぞれ時間がかかってしまう。更新期間について検討してもいいのではないかと考える。
○精神疾患を起因として、思考、感情や意欲の障害を残している精神障害者は、症状が一時的に治まっても再発の可能性がある寛解状態が長期化し、
障害が固定する身体障害者との差異は少なくなっている。しかし、身体障害者手帳は有効期限がない一方、精神障害者保健福祉手帳は２年に１回の更
新が必要で、同手帳所持者にとっては有効期限の管理、診断書等の準備、市町窓口で手続き等の負担が大きい。
○当市も負担に対する考え方は、提案事項の内容どおりである。福祉に携わる人員確保が困難にもなっているので、業務を見直し、業務の負担緩和は
考えていくべきである。
○精神保健福祉手帳の有効期限が全員一律２年間という現状は、他の手帳と比較して本人への負担が大きく、症状が変わる目途がたたないにも関わら
ず期限が区切られることへの意見を耳することがあります。近年手帳所持者の増加に伴い、申請窓口である市町村の事務処理量も莫大に増加していま
す。他の手帳と同様に、本人の状態像に合わせた期限の設定等がされる改正がされるのは良いと考えます。
○《更新期間の延長については条件付きでの同意》
①診断書を主治医が記載するにあたって、「現時点の状態のみでなく、おおむね過去２年間の状態、あるいは、おおむね今後２年間に予想される状態も
考慮する」とあることから、４年に延長する場合、前後４年間（計８年間）の内容を診断書に記載する必要がある。主治医が前後４年間の状態を記載でき
るよう、明確な記載方法を示す。
②上記①より、主治医が記載しやすいよう診断書の様式を整える。
③前後４年間の病状や状態を診断書へ記載するため、審査・判定するにあたって、明確な判定基準を示す。
④自立支援医療（精神通院）と精神障害者保健福祉手帳の同時申請をする場合の自立支援医療の有効期間の考慮。
［制度改正の必要性］
精神障害者保健福祉手帳の所持者は年々増加傾向にある。提案団体同様に、当精神保健福祉センターにおいても診断書の審査・判定までの準備や判
定医への負担、交付までの事務量は増加し過大な負担となっている。
［平成30年度の更新状況］
更新（総計）：7，029件
更新前の等級から変更になった件数：600件
　※更新前の等級から変更になった割合は約8.5％
［精神手帳所持者数］
平成27年度：7，677→平成28年度：8，153
→平成29年度：8，853→平成30年度：9，695
○障害が慢性化し、精神障害者保健福祉手帳の更新時の診断書の内容に大きな変更がない精神障害者がしばしばいる。しかし、同手帳は２年に１回の
更新が必要で、同手帳所持者にとって有効期限の管理、診断書作成時の金銭的負担及び市町窓口での手続き等の負担が大きい。また、同手帳保持者
は毎年増加しており、申請の増加に伴い、審査・判定と交付事務を行う精神保健福祉センターの事務量は急増しており、２年ごとに更新を行う現状では
手帳の早期発行が困難な状況となっている。

精神障害者は、精神疾患を有する者であり、その症状に変動
がある患者も多いため、精神障害者保健福祉手帳において有
効期限が設けられていることは承知している。
しかし、精神障害者保健福祉手帳の所持者の中には、寛解状
態が長期化し、障害が固定している者もある。実際、更新状況
を見ると、前回の更新から等級変更のなかった者は95％程
度、２回の更新で等級変更がなく、少なくとも、４年間同一で
あった者は90％程度となっている。
このため、一定の条件を付し、該当する対象者に対し、有効期
限の延長を適用できる制度の構築を検討していただきたい。
例えば、精神障害者保健福祉手帳制度実施要領（平成７年９
月13日健医発1132号厚生省保健医療局長通知）に定める医
師の診断書に、主治医の意見として、過去の状況、現在の現
状から、今後の症状の見込みについて見解を求めることを追
記する。この主治医の意見として、障害が固定されていると判
断される者に対し、有効期間の延長について検討することと
し、主治医の意見が付された者のみ、精神保健福祉センターで
有効期間の延長を審査・判定することにする。
こうした一定の条件を付すことによって、慎重かつ適正な精神
障害者保健福祉手帳の交付ができるものと考える。

精神障害は治癒したり軽快したり、あるいは、逆に症状が重く
なるなど、症状に変動がある疾患であることから、手帳の交付
については医師による定期的な診断が必要であり、現行の有
効期限が定められたものである。そのため、手帳の有効期限
の延長については慎重な検討が必要である。

宮城県、
白河市、
茨城県、
日立市、
石岡市、
埼玉県、
美濃加茂
市、豊橋
市、刈谷
市、南あ
わじ市、福
岡県、大
分県



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況令和元年の地方からの提案等に関する対応方針（令和元年12月23日閣議決定）記載内容
※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を

＜当該対応方針決定年＞として併記
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 各府省からの第２次回答

各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

有効期限の延長に関し、令和２年11月に医療関連学会から意見聴取を行ったところ、精神疾患は病
状が変化する可能性があり、４年間ごとの更新では長すぎるのではないか等様々な意見があったとこ
ろ。
令和２年度においては、地方公共団体の事務負担軽減策として、手帳交付事務において年金関係情
報を円滑に取得できるよう令和２年９月11日付け事務連絡により手帳交付事務における年金関係情
報の取扱いについての留意事項等（情報照会マニュアル）を改正した。
令和３年度前半に行った医学的なデータや地方公共団体の実務の実態等の把握についての調査結
果等に基づき、令和３年12月の第124回社会保障審議会障害者部会において、生活能力の状態に改
善がみられた者が一定割合含まれること等から、有効期限を２年に据え置くのが妥当であること、地
方公共団体が使用する事務システムの標準化等の代替策を検討すべきとの結論を得た。
提案団体に行ったアンケート結果から、手帳の交付申請の増加に伴い、申請書類の記載不備による
申請者への連絡や診断書を記載した医師への疑義照会などの対応に苦慮している実態が明らかに
なったことから、自治体の事務負担軽減のため、申請者・医師向けのチェックリストをそれぞれ作成
し、都道府県・指定都市宛に送付した（精神障害者保健福祉手帳の申請書用及び診断書用チェックリ
ストについて（令和４年２月15日付け厚生労働省社会･援護局障害保健福祉部精神・障害保健課事
務連絡））。

国においては、デジタル庁を中心に、地方公共団体の
事務手続のデジタル化・標準化について検討を進めて
おり、引き続き、地方公共団体の事務負担の軽減を図
る。

事務連絡
（措置済）

事務システムの
標準化

令和４年２月15日

検討中

＜令元＞
５【厚生労働省】
（14）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭25法123）
（ⅰ）精神障害者保健福祉手帳の有効期限（45条４項）については、関係団体の
意見等を把握した上で、有効期限の延長を含めた地方公共団体の事務負担を
軽減する方策について検討し、令和２年中に結論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

＜令４＞
５【厚生労働省】
（22）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭25法123）
精神障害者保健福祉手帳の交付（45条２項）については、以下のとおりとする。
・必要事項の記載等の誤りを防止する観点から、申請者向けの申請書用チェッ
クリスト及び医師向けの診断書用チェックリストを作成し、地方公共団体に通知
する。
[措置済み（令和４年２月15日付け厚生労働省社会･援護局障害保健福祉部精
神・障害保健課事務連絡）]
・地方公共団体の事務負担の軽減を図るため、「デジタル社会の実現に向けた
重点計画」（令和４年６月７日閣議決定）において令和７年度までに行うこととさ
れている地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化に向けた取組の
中で、地方公共団体が使用する障害者福祉システムを統一・標準化する。

平成７年９月12日健医精発第45号「精神障害者保健福祉手帳の診断
書の記入に当たって留意すべき事項について」４において、病状につ
いては「概ね過去２年間に認められたもの、概ね今後２年間に予想さ
れるものも含めて記載する。」としており、仮に手帳の有効期間を４年
に延長する場合に医師が将来の４年間を含めたさらに長期間にわ
たって診断書の記入を行うとすることは困難。また、一部対象者の有
効期限の延長により、場合分けが必要になることでかえって自治体の
事務処理が煩雑になる可能性があることや、都道府県・指定都市にお
いて当該精神障害者の状況を的確に把握した上での適切な等級認定
が困難になる恐れもあることから、精神保健福祉法の趣旨にも照ら
し、慎重に検討を行う必要がある。

【全国市長会】
提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

――



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

管理
番号

団体名

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解提案区分
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効
率化等）

根拠法令等
制度の所管
・関係府省

各府省からの第１次回答

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)

兵庫県、
滋賀県、
京都府、
大阪府、
堺市、神
戸市、和
歌山県、
鳥取県、
兵庫県市
長会、兵
庫県町村
会、関西
広域連合

―○年により所得の変更があった場合、特別徴収が停止され、翌年、普通徴収から始まることが多々あり、被保険者が戸惑ったり、特別徴収のはずだった
と思い込み納付書払いを忘れることもある。制度改正により、被保険者の利便性が向上するとともに、収納率の向上が期待できる。
○所得のある世帯主が亡くなり、均等割額の軽減が翌年からかかるようになると、前半の仮徴収または本徴収の途中で保険料を完納することがあり、そ
の場合10月～２月の年金天引きが停止となる。一度年金天引きが停止されると次の再開は４月からではなく、10月からとなるため、翌年の保険料は最初
の８月、９月は普通徴収となる。今まで年金天引きで納めていた人は、普通徴収で納めるという習慣がないため、納付せずに滞納につながる場合が多
い。前年度の保険料を参考に仮算定し、４月から天引きできるようになれば、保険料の滞納や、納付金額の偏り等を減らすことができるため、収納率の
向上につながる。
○一度特別徴収となった年金受給者から、自動的に普通徴収に切り替わることに対する理解は得られにくいため、円滑な保険料徴収事務の支障となっ
ている。
○当市においても、被保険者に対する説明や収納対策に苦慮しているところである。改正されれば、被保険者の手間や保険者の収納業務が軽減される
だけでなく、特別徴収が占める割合の増加に伴う保険料収納率の上昇も期待できる。
○特別徴収から普通徴収に変更されていることに気付かずに未納となるケースもあるため、特別徴収の条件を満たす場合には、継続して特別徴収でき
るようにすることは、滞納防止につながる。
○今までどおり年金天引きになると思っていたという被保険者が多く、支払い方法が切替わるのは、市の処理上の都合ではないかという意見が年に数
件ある。
督促状発布前に送付している、未納に関するお知らせにて未納に気付き、説明を求めてくる被保険者が多い。
○普通徴収になっていることに気づかず、保険料を滞納している場合がある。また、そのことに対する苦情がある。
○提案団体と同様の事例により、後期高齢者医療保険料が特別徴収となっていた被保険者が、翌年度普通徴収に変更されることへの理解が得られにく
いことにより、円滑な保険料徴収事務に支障をきたしている。また、普通徴収となった期間については、保険料の未納に繋がりやすい。
○現状では提案団体の事例のように、保険料の減額により特別徴収の必要がなくなった場合等は、特別徴収を停止する以外に方法が無く、翌年度の４
期（10月）の特別徴収開始依頼まで再開することができない。特別徴収の要件を満たしている場合は、翌年度の仮徴収から特別徴収が再開できれば、
被保険者にも分かりやすく、安定的な保険料収納に繋がると考えられる。
○保険料が納付額超過となった場合、特別徴収の停止を年金保険者に依頼することになるが、特別徴収が再開されるのは早くても翌年度の10月からに
なる。翌年度になれば、新たに保険料を納付する必要が生じることから、この間、普通徴収（納付書払いであることが多い）に納付方法が変わってしま
い、納付漏れが発生する原因となる。また、納付が遅れると督促手数料が加算された督促状が被保険者に対し送付され、トラブルにもなる。
○特別徴収されていた年金受給者にとっては、自動的に普通徴収に変更されることの苦情が生じる。発生する事務としては、問合せ・苦情対応、納付書
送付事務及び経費負担、未納になった場合の督促や催告及びそれに要する費用負担が発生している。後期高齢者には体が不自由な方も多く、納付書
による支払いは被保険者にとって負担となるため、特別徴収に再度切替わるまでの間の保険料の未納に繋がりやすく、訪問徴収・説明についてはマン
パワーが必要となる。
○当市においても、前年度２月の特別徴収額が０円の場合、翌年度の徴収方法が特別徴収から普通徴収に切り替わるため分かりにくいとの苦情もあ
る。特別徴収を継続することで、被保険者にとって分かりやすい徴収方法となり、収納率の向上にも寄与すると考える。
○当市においても、確定賦課時点で年間保険料額が昨年度と比べ減少しているなどの場合、当年度２月の特別徴収がされないために、翌年度７月から
９月までは被保険者の希望とは関係なく自動的に普通徴収に切り替わってしまうことについて、被保険者からの苦情が多い。問い合わせに対する説明
の仕方に苦慮することも多く、非常に理解を得難いため窓口での事務負担も大きい。また納付方法が変更されることについては被保険者にあてて都度
通知してはいるが、気づかれないことも多く、滞納が発生するケースもある。前年度２月の特別徴収の有無にかかわらず、翌年度４月の特別徴収を実施
できるようにすることは、被保険者の利便性の向上に加え、市区町村の収納率向上にも資するものであり、ひいては安定した制度の運営につながるもの
と考える。
○特別徴収されていた年金受給者のうち、普通徴収に切り替わる方へは事前に文書による案内をしているが、制度内容への理解が得られにくく苦情対
応が多く発生するほか、引き続き天引きされているとの認識誤りにより督促や催告を行うこともあり、事務量の増大につながっている。加えてこれまで特
別徴収により完納されていたにもかかわらず、普通徴収に変更されたことで滞納が発生しているケースもあり、保険制度の円滑な運営にも支障をきたす
結果となっている。制度改正により、①事務量の軽減による効率化、②保険財政基盤の安定化、③被保険者への制度周知（分かりにくいという苦情が減
る）といった複数の効果が得られると考えられ、制度改正を強く望むものである。
○現状、前年度の２月の徴収額が０円の場合、翌年度の４・６・８月の仮徴収は行われず、前年度の年間保険料の１/６が特別徴収可能な額であったとし
ても、７月から９月は３回の普通徴収、10・12・２月が特別徴収となる。特別徴収が継続することにより、被保険者にとってわかりやすい制度となり、保険
料の未納を防ぐことができる。
○一度特別徴収となった被保険者が、自身の申請等によらず自動的に普通徴収に変更されることについて理解を得にくい。また、普通徴収に変更され
ることで、被保険者からの問い合わせ対応や納付書発送事務、未納となった場合は督促状や催告書の発送及び滞納整理事務並びに、これらの事務に
係る費用が発生している。
○特別徴収から普通徴収に切り替わることについて被保険者の理解を得にくい。
普通徴収になることで未納が発生しやすくなる。
問合せ対応や未納になった場合の催告書発送等の事務負担、経費負担が発生している。
○後期高齢者医療制度において、収納率の向上は当市に限らず全国的な課題である。滞納者の中には、後期高齢者医療保険料の支払いは常に年金
から差し引きがされると誤解している方もいる。
○２月の本徴収額を４月の仮徴収額とされているため、料率変更時など仮徴収額と本徴収額に差が生ずることがあり、６月以降の仮徴収額を更正し平
準化を図っている自治体も多いことから、前年度保険料の１/６の額を４月の仮徴収額とするか、仮徴収額を自治体で決められるようにすること。
○２月の徴収額を参考に仮徴収額を決定することが原因で、普通徴収に切り替わる、或いは仮徴収額と本徴収額との間に大きいギャップが生じ、被保
険者の方の混乱を招くことがある。問い合わせや苦情が非常に多いところであり、また未納になる確率も高くなるため、徴収事務にも支障をきたすところ
である。
○被保険者からの問合せ対応、納付書送付事務及び経費負担、未納になった場合の督促や催告及びそれに要する費用負担が発生している。
また、後期高齢者には体が不自由な方も多く、納付書による支払いは被保険者にとって負担となるため、特別徴収に再度切替えるまでの間の保険料の
未納に繋がりやすい。
○普通徴収では被保険者の負担が増えるとともに、収納率の低下にもつながる恐れがある。
○特別徴収されていた受給者にとっては、自動的に普通徴収に変更することは理解が得にくく、被保険者からの問合せ対応、納付書送付事務及び経費
負担、未納となった場合の督促や催告及びそれに要する費用負担が発生している。
○特別徴収されていた年金受給者にとって、自動的に普通徴収に変更されることは理解が得にくい。また、その場合においても、新年度からはまた特別
徴収での納付になると考えている被保険者も多く、特別徴収再開までの普通徴収分が未納になりやすい。前年度２月の徴収金額にかかわらず、前年度
保険料額の１/６の額を仮徴収として年度当初から特別徴収できるようにすることで、保険料の未納を未然に防止することが可能となる。
○特に顕著な事例としては、平成28年熊本地震に被災した被保険者に対する保険料減免が挙げられるもの。減免の適用により還付金が発生するような
保険料額の変更をはじめ、特別徴収を継続することができなかったことにより、普通徴収へと移行した被保険者の数は１万人程度にまでのぼり、納付通
知書の発送後には問合せ数が大幅に増加したほか、普通徴収に移行の被保険者に対して送付した口座振替勧奨通知書や納付通知書、督促状等への
反応が見られず、結果として保険料に未納が生じた被保険者においては、平成30年度及び平成31年度における被保険者証の更新時、短期証へと切り
替わってしまった状況。なお、当該被保険者において特別徴収を再開することができたのは平成30年度４期（年金支給年月：平成30年10月）より。
○国民健康保険よりも、納付方法の選択、手続き方法が複雑になっており、それを利用する被保険者にとっても、また説明する職員にとっても負担感は
非常に大きい。

見直しによる市町の事務負担等が課題に挙げられているが、
現行制度を見直すことにより、被保険者からの問合せ対応、納
付書送付事務及び経費負担、未納になった場合の督促や催
告及びそれに要する費用負担など、市町において多くの事務
負担が軽減されることになる。
さらに、今年度から低所得者に対する均等割軽減特例の見直
しが行われ、保険料収納率の低下が懸念されるとともに、2022
年度に団塊の世代が制度に加入することにより一層の事務負
担増が見込まれる中、滞納防止につながる対応が急務である
ことから、早急に検討の上、制度を見直していただきたい。

御提案の後期高齢者医療制度において、保険料が還付とな
り、前年度2月の特別徴収額が０円となった場合であっても、特
別徴収の対象者要件を満たす場合には、前年度２月の徴収額
にかかわらず、前年度保険料の１/６の額を仮徴収額として、
翌年度当初から特別徴収が継続できるよう見直しを行う場合、
・日本年金機構等年金支払者や市町村側のシステム改修の費
用負担及び市町村において仮徴収額の変更に伴う被保険者
への通知等の事務負担の発生が見込まれること
・仮に介護保険料・国保保険料・市町村の住民税は現行通り
の取扱いとした場合、日本年金機構等年金支払者において、
別に特別徴収対象者の情報を管理するための事務コストが増
加すること
等の課題があることから、日本年金機構等年金支払者や市町
村等の関係者の意見を聞きながら、慎重に検討してまいりた
い。
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後期高
齢者医
療制度に
おける保
険料が
還付と
なった場
合の特
別徴収
の継続

後期高齢者医療制
度において、保険料
が還付となった場合
であっても、特別徴
収の対象者要件
（年額18万円以上
の年金を支給及び
介護保険料と後期
高齢者医療保険料
の合算額が年金受
給額の１/２を超え
ない）を満たす場合
には、前年度２月の
徴収額にかかわら
ず、前年度保険料
の１/６の額を仮徴
収額として、翌年度
当初から特別徴収
が継続できるように
すること。

【現状】
後期高齢者医療制度における年金からの特別徴収で
は、前年度２月に特別徴収されていた者について、当該
年度の５月末までの間に年金が支給されるときは、市町
は特別徴収ができる制度となっている。このため、所得
の減少や世帯の変動等に伴い年間保険料が減少し、年
度途中で過徴収となった保険料を調整するために、10月
から２月の間の特別徴収額を０円に設定した場合、翌年
度の徴収方法が特別徴収から普通徴収に切り替わる。
【支障事例】
特別徴収されていた年金受給者にとっては、自動的に普
通徴収に変更されることの理解が得にくく、市町における
円滑な保険料徴収事務の支障となっている。具体的に
は、被保険者からの問合せ対応、納付書送付事務及び
経費負担、未納になった場合の督促や催告及びそれに
要する費用負担が発生している。
また、後期高齢者には体が不自由な方も多く、納付書に
よる支払いは被保険者にとって負担となるため、特別徴
収に再度切替えるまでの間の保険料の未納に繋がりや
すい。
なお、今年度から低所得者に対する均等割軽減特例の
見直しが行われ、保険料収納率の低下や一層の事務負
担増が懸念される中、保険料の滞納防止につながる制
度の見直しが急務である。

特別徴収が継続することにより被保険
者にとって理解しやすい制度となり、保
険料の未納を防ぐことができる。また、
保険者側にとっても未納・滞納に係る事
務及び経費の負担軽減につながる。

Ｂ　地方
に対する
規制緩
和

・高齢者の医療
の確保に関す
る法律第107
条,110条
・高齢者の医療
の確保に関す
る法律施行規
則第110条
・介護保険法第
134条～140条

厚生労働
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見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況令和元年の地方からの提案等に関する対応方針（令和元年12月23日閣議決定）記載内容
※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を

＜当該対応方針決定年＞として併記
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 各府省からの第２次回答

各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

― 【全国市長会】
提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
【全国町村会】
被保険者の利便性の観点から、提案団体の意見
を十分に尊重し、積極的に検討していただきた
い。

【海老名市】
制度を改正した場合に係る事務負担やコストの増加があるが、
前年度２月が０円だったことにより、翌年度当初が納付書払い
になることによる事務もかなりの負担となっており、またその件
に関する問い合わせへの対応にも時間を取られていることを
鑑みれば、実現に向けて検討を進めていただきたい。

年金保険者や各保険料等の担当部局等とともに、特別徴収事務の改善に必要な情報連携の方法等
について検討を進めており、関係省庁を含め、引き続き具体的な実現方法やスケジュールの目途の
決定に向けて調整を続ける予定。

年金受給者・年金保険者・地方公共団体等への影響、
特別徴収の活用機会の拡大に関する地方公共団体の
意向や行政機関間の情報連携基盤（公共サービスメッ
シュ）の在り方を踏まえ、特別徴収の事務の改善に必
要な情報連携の方法等について引き続き検討し、令和
６年中に結論を得る。

＜令元＞
５【厚生労働省】
（27）高齢者の医療の確保に関する法律（昭57法80）
後期高齢者医療保険料の特別徴収については、年金受給者・年金保険者・地
方公共団体等への影響や特別徴収の活用機会の拡大に関する地方公共団体
の意向を踏まえ、特別徴収の事務の改善について検討し、令和４年中を目途に
結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令４＞
（36）高齢者の医療の確保に関する法律（昭57法80）及び介護保険法（平９法
123）
（ⅱ）後期高齢者医療保険料の特別徴収については、「デジタル社会の実現に
向けた重点計画」（令和４年６月７日閣議決定）において検討することとされてい
る行政機関間の情報連携基盤（公共サービスメッシュ)の在り方を踏まえ、特別
徴収の事務の改善に必要な情報連携の方法等について引き続き検討し、令和
６年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

検討中御提案の後期高齢者医療制度において、保険料が還付となり、前年
度2月の特別徴収額が０円となった場合であっても、特別徴収の対象
者要件を満たす場合には、前年度２月の徴収額にかかわらず、前年
度保険料の１/６の額を仮徴収額として、翌年度当初から特別徴収が
継続できるよう見直しを行う場合、
・　日本年金機構等年金支払者や市町村側のシステム改修の費用負
担及び市町村において仮徴収額の変更に伴う被保険者への通知等
の事務負担の発生が見込まれること
・　仮に介護保険料・国保保険料・市町村の住民税は現行通りの取扱
いとした場合、日本年金機構等年金支払者において、別に特別徴収
対象者の情報を管理するための事務コストが増加すること
等の課題があることから、日本年金機構等年金支払者や市町村等の
関係者の意見を聞きながら、慎重に検討してまいりたい。

特別徴収の事務の
改善に必要な情報
連携の方法等につ
いて引き続き検討
し、令和６年中に結
論を得る。
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